
開催日時

場所 上市町役場２階　第１会議室

出席委員

１番 冨樫　隆 ２番 大江　登美江 ４番 林　忠治 ５番 碓井　繁

６番 中川　治 ７番 山本　裕子 ８番 青木　幸男 ９番 稲葉　悟

10番 岩城　正治 12番 酒井　喜之

出席推進委員 ６名

事務局 出席者

事務局長　碓井　秀樹

事務局長代理　米山　洋　

議事録署名委員 ２番 大江　登美江 ５番 碓井　繁

議事日程 １. 開会

２. 会長の挨拶

３. 議事録署名委員の指名　

４. 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について

議案第２号

５. その他

次回委員会の開催予定について

第29回総会

日時　令和７年12月５日（金）午後２時から

場所　上市町役場２階　第１会議室

６.
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会長

委員

会長

第28回　上市町農業委員会総会議事録

令和７年11月５日（金）　午後２時

10名

農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について

閉会

それでは、第28回の上市町農業委員会総会を開催いたします。宜しくお願いします。

只今の出席委員は、12名中10名であり、定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告いたしま
す。また、推進委員は６名中６名出席していただいております。

それでは、開会にあたりまして、林会長よりご挨拶をお願いいたします。

会長あいさつ

ありがとうございました。
それでは議事の方に入ってきたいと思います。総会の議事は会長が行うことになっております。宜しくお願い
します。

議案の前にですね、議事録署名委員の指名をさせていただきます。２番　大江委員さん、５番　碓井委員さん
お願いいたします。なお本日の会議書記には、事務局職員の米山さんにお願いしたいと思います。宜しくお願
いいたします。

それでは議案に入らさしていただきます。「議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請の許可審議につ
いて」事務局より議案の説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からの報告をお願いいたしたいと思います。１番　●●委
員、●●推進委員。２番　●●推進委員　よろしくお願いいたします。１番からお願いいたします。

じゃあ説明さしていただきます。１番この●●さんにつきましては●●●●●●●を利用して●●から●●へ
引っ越して来られる件でございます。譲受人、譲渡人両方●●さんなっておりますけどこれは●●●●●に
なっていますけど全く関係ありません。この敷地、この一画は全部一応畑。●●の人が畑として利用されてお
ります。その内の一区画を耕作されるということです。まああの周りの状況を含めて問題はないと思われま
す。以上です。

はい、●●推進委員さん。
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上市町農業委員会

会長　林　忠治

大江　登美江

碓井　繁

現地一応見てきたんですけど、両サイド隣は畑みたい感じにはなってますんで。まあ恐らくこちらの方で畑さ
れるんかなと問題はないと思います。以上です。

はい、それでは２番●●さんお願いいたします。

●●さんは譲受人、譲渡人●●さん実家●にあるんですけども。ここも●●●●●●●で購入されて、それに
ついてですね田んぼも●●ついているよということで今回の申請があったものであります。この田んぼはです
ね、●●さんが所有しておられてから●の●●●●●●さんで耕作されてまして、ここもですね●●さんが提
出された書類の中に●●●●●●●の名称がありますので、●●●●●●●に確認しましたら、引き続き●●
さんと話をして耕作は続けますと。●●さんに確認したところ、従来どおり●の●●●●●●の方にお願いを
したと言っておられました。問題はないなと思っております。以上です。

３番続きで

３番の見取図ですね。●●●さんの住宅と納屋の敷地の中にですねこの●●の●今回の申請地があります。食
い込んだような状態でして家のすぐ裏にあって●●さんの持分の農地があります。ただあの全く耕作はされて
おらず年一回草刈やっておられてですね●●さんとしても家の近く草がボウボウで困るということで●●さん
の方にですね●●●●の話をされて承諾を受けて今回の●●●●に至ったということであります。ですので全
く問題はないと思います。ただ、田となっていますけど田んぼとして使われた跡が無くてですね、これから
使っていくとしても畑までしかならないのかなと感じております。以上です。

はい、ありがとうございました。

それではこれより質疑に入ります。質疑のある方は発言を願います。

１番と２番、●●●●●●●で買われた。実際●●●●●●は近いんですか。

すぐ近くです。

●●さんも近い

だいぶ遠いところから通われるのかなと

もう完全に●●から引っ越しされると

２番にしても同じ●ですから

ただですねあの●●市内に居られたもので自分で畑したいと。共同作業があれば積極的に出たいという話はし
ておられました。

●●●●も出ております。お互いにやりたいと

その他何か質問ありますか。３条ですし●●●●も出ておられますし採決してもよろしいでしょうか。

議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（挙手）

全員賛成と認めます。第１号についてでは原案のとおり許可することといたします。

次に、「議案第２号　農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について」事務
局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい、ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、質疑のある方
は発言願います。

質問意見がなければ、採決しましょうか。

それでは議案第２号について、「意見なし」とすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第２号についてでは「意見なし」といたします。

それでは、第28回の上市町農業委員会の総会を終了さしていただきます。本当にどうもご苦労様でした。あり
がとうございました。

　この議事録は事実と相違ないことを証明する。

　　　令和７年11月５日

　　　議事録署名委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２番　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５番　


